
Ｑ
、

法
改
正
に
伴
う
条
例
改
正

に
つ
い
て
市
の
姿
勢
を
問
う
。

Ａ
、
現
在
、
国
か
ら
は
、
法
施

行
条
例
に
係
る
例
示
が
な
さ
れ

て
お
り
ま
す
が
、
条
例
に
規
定

す
る
内
容
等
は
、
現
在
、
検
討

中
で
あ
り
ま
す
。
個
人
情
報
保

護
審
議
会
の
意
見
を
聴
く
な
ど

し
て
、
判
断
し
て
い
き
ま
す
。

Ｑ
、
業
者
委
託
に
つ
い
て
は
。

Ａ
、
現
在
、
条
例
改
正
に
向
け

て
、
業
務
委
託
を
行
っ
て
い
ま

す
。
委
託
業
務
の
内
容
に
つ
い

て
は
、
複
数
の
例
規
改
正
案
の

作
成
や
、
新
制
度
移
行
に
伴
う

職
員
向
け
の
研
修
等
を
実
施
す

る
こ
と
と
し
て
お
り
、
令
和
４

年
度
内
の
条
例
改
正
に
向
け
て
、

た
だ
い
ま
準
備
を
進
め
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
。

Ｑ
、
現
行
条
例
の
基
本
理
念
の

維
持
す
る
こ
と
が
必
要
だ
が
。

Ａ
、
基
本
理
念
や
地
方
公
共
団

体
の
責
務
な
ど
、
基
本
的
な
部

分
に
つ
い
て
は
規
定
さ
れ
て
お

り
、
法
改
正
後
も
、
本
市
の
現

行
条
例
の
基
本
理
念
は
引
き
続

き
維
持
さ
れ
て
い
く
も
の
と
考

え
て
お
り
ま
す
。
法
に
規
定
さ

れ
な
い
現
行
条
例
の
規
定
に
つ

い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
新

た
な
条
例
に
明
記
し
て
い
き
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

Ｑ
、

個
人
情
報
保
護
審
議
会
の

役
割
は
ど
う
か
。

Ａ
、
個
人
情
報
保
護
制
度
に
お

け
る
現
行
の
審
議
会
の
よ
う
な

機
能
を
持
つ
付
属
機
関
の
役
割

は
重
要
と
考
え
て
い
ま
す
。

Ｑ
、
審
議
会
の
役
割
と
し
て

「
報
告
」
規
定
を
導
入
す
る
こ

と
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る
か
。

Ａ
、
法
改
正
後
の
制
度
運
用
に

当
た
っ
て
、
必
要
な
意
見
を
聴

け
る
付
属
機
関
と
し
て
機
能
す

る
よ
う
に
し
て
い
き
た
い
と
考

え
て
お
り
ま
す
。

Ｑ
、

本
人
以
外
の
個
人
情
報
収

集
の
制
限
に
つ
い
て
ど
う
か
。

Ａ
、
改
正
法
で
は
、
個
人
情
報

の
取
得
は
、
本
人
か
ら
の
取
得

を
原
則
と
し
て
い
な
い
状
況
で

あ
り
ま
す
が
、
当
然
、
市
の
個

人
情
報
の
取
得
に
際
し
て
は
、

業
務
に
必
要
な
場
合
等
に
限
っ

て
の
取
扱
い
で
あ
り
、
そ
の
収

集
に
当
た
っ
て
は
、
本
人
か
ら

の
取
得
が
基
本
で
あ
る
と
考
え

て
お
り
ま
す
。
本
人
外
取
得
の

事
案
が
発
生
し
た
場
合
な
ど
は
、

付
属
機
関
の
意
見
を
聴
く
な
ど
、

慎
重
に
対
応
し
て
い
き
ま
す
。

Ｑ
、
要
配
慮
個
人
情
報
等
へ
の

電
子
計
算
機
の
結
合
制
限
は
。

Ａ
、
要
配
慮
個
人
情
報
は
、
不

当
な
差
別
、
偏
見
そ
の
他
不
利

益
が
生
じ
な
い
よ
う
慎
重
な
取

扱
い
を
要
す
る
情
報
と
理
解
し

て
お
り
ま
す
。
改
正
法
に
お
い

て
、
各
条
文
に
お
い
て
、
「
保

有
の
制
限
」
、
「
不
適
正
利
用

の
禁
止
」
、
「
適
正
な
取
得
」

お
よ
び
「
安
全
管
理
措
置
」
な

ど
、
適
切
に
実
施
さ
れ
る
も
の

と
考
え
て
お
り
ま
す
。

Ｑ
、

条
例
で
個
人
情
報
の
利
活

用
状
況
の
可
視
化
と
公
開
を
定

め
る
こ
と
に
つ
い
て
の
考
え
は
。

Ａ
、
現
行
条
例
と
同
様
、
引
き

続
き
利
用
状
況
等
に
つ
い
て
は
、

公
表
を
行
っ
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。
 

Ｑ
、
健
診
で
視
力
検
査
を
行
う

理
由
と
そ
の
や
り
方
は
ど
う
か
。

Ａ
、
３
歳
６
か
月
児
健
診
は
、

母
子
保
健
法
お
よ
び
施
行
規
則

に
基
づ
き
実
施
し
て
お
り
、
弱

視
は
、
生
後
３
か
月
頃
か
ら
８

歳
頃
ま
で
の
視
覚
が
発
達
す
る

期
間
、
い
わ
ゆ
る
視
覚
感
受
性

期
間
ま
で
に
発
見
で
き
れ
ば
、

予
防
治
療
が
可
能
な
疾
患
で
あ

る
と
し
て
い
ま
す
。
検
査
法
は

「
Ｃ
」
の
よ
う
な
マ
ー
ク
の
視

力
検
査
用
記
号
の
向
き
を
答
え

る
検
査
方
法
で
す
。

Ｑ
、
未
受
診
者
に
対
す
る
市
の

対
応
及
び
精
密
検
査
未
受
診
者

対
応
は
。

Ａ
、
当
該
月
に
受
け
ら
れ
な
か
っ

た
幼
児
の
保
護
者
に
対
し
て
は
、

受
診
勧
奨
を
行
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
で
も
受
診
い
た
だ
け
な
い

場
合
は
訪
問
や
面
接
で
視
力
検

査
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
精
密

検
査
未
受
診
者
は
受
け
て
い
た

だ
く
よ
う
に
受
診
勧
奨
を
行
っ

て
い
ま
す
。

Ｑ
、
市
の
精
密
検
査
受
診
結
果

内
容
の
把
握
や
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ

プ
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

Ａ
、
精
密
検
査
の
結
果
は
医
療

機
関
か
ら
直
接
、
当
市
へ
返
信

さ
れ
把
握
し
て
い
ま
す
。
そ
の

後
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
に
つ
い

て
は
医
療
行
為
と
な
る
こ
と
か

ら
医
療
機
関
で
行
っ
て
い
ま
す
。

Ｑ
、

視
覚
検
査
の
重
要
性
の
周

知
を
す
べ
き
。

Ａ
、
乳
幼
児
健
診
に
お
け
る
検

査
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
も
重
要

で
あ
る
た
め
、
新
生
児
訪
問
や

育
児
相
談
な
ど
母
子
と
接
す
る

機
会
や
子
育
て
応
援
ガ
イ
ド
や

市
の
公
式
ウ
エ
ッ
ブ
サ
イ
ト
等

で
啓
発
し
て
い
ま
す
。

Ｑ
、
屈
折
検
査
機
の
導
入
に
よ

る
視
機
能
異
常
の
早
期
発
見
を
。

Ａ
、
令
和
４
年
度
に
お
い
て
導

入
に
至
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
視

力
検
査
と
屈
折
検
査
を
併
せ
て

実
施
す
る
こ
と
で
、
精
度
の
高

い
検
査
結
果
が
得
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
屈
折
検
査
の
重
要
性
を

考
え
ま
し
て
、
来
年
度
の
導
入

に
向
け
て
現
在
検
討
を
始
め
て

い
ま
す
。
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9
月
定
例
会
の
一
般
質
問
が
6
・
7
日
行
わ
れ
14
人
が
行
い
ま
し
た
。
２
日
目
最
後
に
山
脇
議
員

が
行
い
ま
し
た
。
山
脇
議
員
の
一
般
質
問
の
概
要
を
掲
載
し
ま
す
。

山
脇
議
員
の
一
般
質
問

個
人
情
報
保
護
法
改
正
に
伴
う
条
例
改
正

３
歳
６
ヵ
月
児
の
目
の
検
診
は

現
行
条
例
の
理
念
の
維
持
を

検
査
の
重
要
性
の
周
知
を


